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※市連関係報告事項（２月１２日開催） 
 

１ 平成 20 年民生委員・児童委員及び主任児童委員 

の推薦について（健康福祉局） 

 

   ○依頼事項 

    民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦に際して、地区推薦準備会及び連合地   

    区推薦準備会の開催。 

    なお、本年は欠員地区及び増員が必要な地区のみの推薦となります。  

   ○（連合）地区推薦準備会開催時期 

    ①民生委員・児童委員 

     ・７月１日付欠員補充、増員を行う地区→３月中旬～４月下旬 

     ・１２月１日付欠員補充、増員を行う地区→８月上旬～９月下旬 

    ②主任児童委員 

     ・７月１日付欠員補充を行う地区→３月中旬～４月下旬 

     ・１２月１日付欠員補充を行う地区→８月上旬～９月下旬 

   ○「平成 20 年民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦について」の資料の配布方法  

    平成２０年２月下旬 自治会・町内会配送ルート 

     

問合せ先： 福祉保健課 運営係 ℡（９７８）２４３５ 内 藤  

 

 

２ 平成 20 年度横浜市敬老特別乗車証制度の見直しについて（健康福祉局）    

   

   横浜市敬老特別乗車証制度については、１９年５月に、市民の中から公募した委員や

学識経験者等により、同制度のあり方検討会を設置し、様々な角度から今後の方向性に

ついて検討を進め、昨年１１月に「最終取りまとめ」を行いました。この中で、持続可

能な制度の構築を目指すことを前提としたうえで、利用実績の把握や利用回数に応じて

費用負担するという「応益負担」についてなど、現行制度の見直しの必要性や見直しの

考え方について示しています。 

   そうした検討結果やこれまでの様々なご意見を踏まえ、２０年度予算案を、市会でご

審議いただいています。本市の提案については、次のとおりです。 

   ①利用者負担額の見直し（現行区分を基本に負担額を１．３倍程度）と、合計所得金

額２５０万円を基準とした利用者区分を新設する。 

   ②利用実績の把握については、今後の課題とする。  

   ③利用回数の上限設定と受益者負担については、利用状況等をふまえながら引き続き検討する。 

   ④ＩＣカードの早期導入に向けて関係各機関と今後調整を行い、具体的な制度設計に着手する。  

    

問合せ先： 福祉保健課 運営係 ℡（９７８）２４３５ 手 下   
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３ ごみの分別ルール違反者への罰則制度について（資源循環局） 

   

   ○制度導入の趣旨 

Ｇ３０については、大多数の方にご理解・ご協力いただき、大きな成果を上げている

ところです。一方、啓発・指導を行っても一向に分別ルールを守らない方もいます。 

そこで、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」を改正し、

ごみの分別区分・排出方法に従ってごみを出すことを義務付けるとともに、繰り返し指

導等を行ってもルールを守らない方に改善を促す手続きを定め、最終的には罰則（過料

2,000 円）を科す制度を設けました。 

○制度の骨子 

①分別区分、排出方法に従ってごみと資源物を出すことを義務化 

   

 

 

 

 

 

 
※事業者についても、分別区分、排出方法、排出場所（家庭ごみの集積場所に事業系廃棄物を

排出してはならないとされています。）のルールに従うことが義務付けられました。 

②分別しない者に対して、改善を勧告、命令し、なお分別しないでごみを出した

場合、罰則（過料）を科すこと 

ア 実施時期：平成 20年５月１日 

イ 手続きの概要 

・分別していないごみ袋等については、開封して調査を行い、ごみ出しした

家庭を特定し、指導をします。 

・指導後も分別区分に従わない者に対しては、勧告、命令を行います。 

・命令後 1 年以内に、分別区分に従わずにごみを出した者には、罰則（過料

2,000 円）を科します。 

・調査や指導、勧告・命令・罰則の手続きについては、すべて本市職員が行

います。 

①分別しな

い者に対し

適切な分別

を指導 

 

 

 

②指導後も

分別しない

場合、改善

を勧告 

 

     

   

 

③勧告後も

分別しない

場合、改善

を命令 

 ④命令後１年以内に

分別しないでごみを

出した場合、2,000

円の過料を徴収 

※事業者についても同様な手続きを行っていきます。事業者の場合は、勧告後もルールを守
らないときには、事業者名等を公表します。また、命令を受けた者が、分別区分、排出方
法に違反してごみを、横浜市の処理施設に搬出したときは、ごみの受入を拒否します。 

 

 

◇ 分別区分（１０分別） 
・プラスチック製  ・古紙（新聞、雑誌・その他の紙、 
 容器包装      ダンボール、紙パック） 
・缶・びん・ペット ・燃やすごみ 
 ボトル      ・燃えないごみ 
・小さな金属類   ・スプレー缶 
・古布       ・乾電池 

・粗大ごみ    

◇ 排出方法 

・指定された曜日に排出すること 

・中身がはっきりと確認できる 

半透明の袋（透明の袋も可）ま

たはふた付の容器で排出するこ

となど 

（※排出方法は罰則の適用外） 
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ウ 対象者について 

・分別ができるのに、分別しようとしない人が対象です。 

・勘違いなどにより、分別区分を誤って排出した場合は、勧告・命令・過料

の対象にはなりません。 

 

問合せ先： 資源循環局 業務課 ℡（６７１）２５３５ 

  









危険性について（青葉消防署）
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 ２　火災・救急状況と食用油過熱出火の

現在

火
災
件
数

計 △ 19

 建   物 95 113

焼 損 面 積

死 者

負 傷 者

出
火
原
因

たばこ

ストーブ

電気ふとん等

排気管

その他の原因

増　減

1

8

5

2 2

 雑    草

 そ の 他

 林    野

 船    舶

 航 空 機 

平成１９年平成２０年

2

2

1

1

1

999

28

23

946

7

7

164

53

8

6

1

1

49

1 1

△ 49

1

△ 1

△ 1

火
災
件
数

計

 建    物

 車    両

14

 航 空 機

青葉区火災状況

横浜市火災状況

1

1

1

△ 5

焼 損 面 積

 そ の 他 13

 雑   草

△ 18

 車   両 12 17 △ 5

27

火遊び

出
火
原
因
食用油過熱出火

死 者

負 傷 者

放火（疑いを含む）

ストーブ

たばこ

平成１９年 増　減

 船   舶

救急状況

10

38

9

15

1,604 4,432

青葉区

横浜市

5

※　表中の△は，減数値を表しています。   （青葉消防署 警備課 調査係）

平成20年2月12日

18,054 17,898 156

平成２０年

△ 4

2

△ 20

12

△ 2,828

△ 95

51

9

59

10 △ 5

△ 8

8

48

47

かまど 1

 林   野 △ 1

増　減

1

1

183

平成２０年 平成１９年

1

－7－
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＝食用油過熱出火の危険性＝  ＜青葉消防署実験 速報＞ 

最近、健康によいという食用油が販売されています。 

この健康志向の食用油には、「厚生労働省許可 特定保健用食品」及び「従来の食用油に比べ

て発火温度が約２０度低い」と表示されています。 

  青葉消防署では、発火時間に違いがあるかを 

確かめる実験を行いました。（室温１２℃湿度４５％で実施）                               

 

――実験結果―― 

   中華なべに、食用油を ６００㏄ 入れて着火します。 

加熱を続けると、                     №１ 

約４～５分で白い煙が立ち上ります。（№１） 

 

 

 

   さらに加熱していくと 

約８～９分後には 

濃い白煙が                      №２ 

激しく立ち上ります。 

刺激臭も強くなります。（№２） 

 

 

 

   ついに食用油が発火して炎が立ち上りました。（№３）         

   この発火までの時間は 

   従来の食用油が     約１７～１８分            

   健康志向の食用油が  約１５～１６分  となりました。 

    

＊ なお、油量が ３００㏄ だと 約１１分 で発火します。 

                       （従来の食用油） 

“ご注意” 

＊ 健康志向の食用油は、発火時間が従来の食用油 

と比較して約１～２分は早くなっています。 

（青葉消防署調べ）      №３ 

＜調理中は絶対にその場を離れないようにしましょう＞ 



３　青葉区のごみ量について（地域振興課）

１　燃やすごみ（家庭ごみ）量

1月の燃やすごみ排出量は、4,032トンで、目標に対して-3.5%, 147 トン削減しました。
前年同月比で-2.9%, 119トン削減しました。
平成14年1月比で31.1%削減となっています。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
1月までの
累計 年度計

5,566 6,073 5,740 5,888 5,445 5,287 5,865 5,615 6,086 5,853 4,742 5,682 57,418 67,842

4,060 4,895 4,424 4,421 4,244 4,037 4,247 4,124 4,665 4,151 3,442 4,046 43,268 50,756

Ｈ１3実績（㌧）

Ｈ１8実績（㌧）

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ｈ１3実績（㌧） Ｈ１8実績（㌧）
Ｈ１9目標（㌧） Ｈ１9実績（㌧）

31.1%削減

4,087 4,929 4,454 4,451 4,272 4,064 4,276 4,152 4,698 4,179 3,465 4,073 43,562 51,100

4,047 4,626 4,064 4,307 3,971 3,849 4,187 3,938 4,199 4,032 41,220

２　燃やすごみ（家庭ごみ）原単位（一人一日あたりの排出量）

1月の燃やすごみ原単位は、433グラムで、目標に対して-2.9%、13グラム削減しました。
前年同月比で-3.3%, 15グラム削減しました。
平成14年1月比で35.9％削減となっています。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
1月までの
累計 年度計

675 711 692 687 634 635 680 672 704 676 607 657 677 670

457 531 495 478 459 451 459 460 504 448 412 437 474 466

465 516 493 483 452 433 473 458 483 446 411 429 470 461

Ｈ１9目標（㌧）

Ｈ１8実績（㌘）

Ｈ１9目標（㌘）

Ｈ１9実績（㌧）

Ｈ１3実績（㌘）

0 

200 

400 

600 

800 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ｈ１3実績（㌘） Ｈ１8実績（㌘）
Ｈ１9目標（㌘） Ｈ１9実績（㌘）

35.9%削減

450 497 451 463 426 427 450 437 451 433 449

* 青葉区人口2月１日現在30万181人

Ｈ１9実績（㌘）

－9－



３　資源集団回収「あおば紙の日」

　1月の「あおば紙の日」の回収量は、705.99トンで、前年同月比で＋2.7％,18.64トン増加しました。

　1月末現在　56,966世帯で実施しています。（6月から変動はありません。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計

555.02 603.72 534.02 625.81 619.50 605.42 642.27 571.29 731.17 687.35 598.75 800.06 6,774.32

720.59 754.36 627.25 727.13 639.46 656.77 717.14 671.58 812.65 705.99 7,032.92

47,026 47,026 48,250 50,714 50,714 50,864 51,584 52,504 53,035 53,205 53,205 56,465

Ｈ１８実績（㌧）

Ｈ１９実績（㌧）

H18世帯数

0 

1 

2 
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6 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

万百

H18「あおば紙の日」実績

Ｈ１８実績（㌧） Ｈ１９実績（㌧） H18世帯数 H19世帯数

47,026 47,026 48,250 50,714 50,714 50,864 51,584 52,504 53,035 53,205 53,205 56,465

56,465 56,786 56,966 56,966 56,966 56,966 56,966 56,966 56,966 56,966

４　資源となるもの排出量と原単位(一日一人あたり排出量）

原単位
（グラム）

原単位
（グラム）

原単位
（グラム）

原単位
（グラム）

4月 38 35 22 6
5月 44 38 19 7
6月 46 36 17 6
7月 40 36 17 5
8月 49 35 17 4
9月 44 35 18 3
10月 38 36 16 5
１１月 42 36 19 6
１２月 44 36 21 6
１月 44 39 15 3
2月
3月

322
333

54
53

167
195
139 28359

312 159 29
324 156 36

318
355

プラ容器包装

排出量（トン） 排出量（トン）

202

古　　布

65

缶・びん・ペットボトル

457

排出量（トン）

345

368

409

411

405
375
358
400

331 156 46

407

H18世帯数

H19世帯数

平成１9年度
（青葉区）

古　　紙

48

155

333 152

326

排出量（トン）

53
174

55

青葉区

(1８年度） ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 １1月 １2月 １月

36

41

46

缶・びん・ペット原単位

青葉区

（１８年度） ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 １1月 １2月 １月
30

32

34

36

38

40

プラ原単位

青葉区

（１８年度）４月 5月 7月 8月 9月 10月 １1月 １2月 １月
0

10

20

30

古紙原単位

青葉区

（１８年度） ４月 10月 １1月 １2月
0
1
2
3
4
5
6
7
8

古布原単位

（１８年度）４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 １1月 １2月 １月 （１８年度） ４月 5月 ５月 7月 8月 9月 10月 １1月 １2月 １月

－10－
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４ 平成 20 年春の火災予防運動の実施について（青葉消防署） 

     

   空気が乾燥し、火災が発生しやすい気候となる時期であることから、火災の発生防止

及び火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的として春の火災予防運動

が３月１日から実施されます。 

   つきましては、本運動の趣旨をご理解いただき、あわせて区内の火災件数を３０％減

少させる「青葉Ｆ３０」事業とともに、火災予防にご協力をお願いいたします。 

また、同封の火災予防ポスターを貴自治会・町内会の掲示板に掲出していただきます

ようお願いいたします。  

○実施期間 平成２０年３月１日（土）～７日（金）まで 

   ○防火標語 「火は見てる あなたが離れる その時を」 

   ○実施事項  

①住宅防火対策の推進 「住宅火災警報器」設置普及のＰＲ 

    ②放火火災防止対策の推進 「放火されない・放火させない環境づくり」の推進 

    ③物品販売店舗、鉄道駅舎及び車両等の防火安全対策指導 

    ④火災予防広報及び救急車適正利用広報の実施 

 ○区内における主な訓練等 

    ①防災ふれあいコンサート 

     ・２月２３日（土）午前１０時３０分から 青葉台東急スクエア 

     ・３月 ２日（日）午後 ２時から    こどもの国中央広場 

    ②地域防災フェア（主催：すすき野・荏子田・黒須田地区防災フェア実行委員会） 

     ・３月 ２日（日）午前１０時から    嶮山小学校・嶮山公園 

    ③防災体験 

     ・３月 ４日（火）～３月６日（木）   区民ひろば（青葉区総合庁舎横）        

   ○ポスター配布部数 各自治会・町内会 ２部 

   ○ポスター配布方法 平成２０年２月下旬 自治会・町内会配送ルート 

 

問合せ先： 青葉消防署 予防課 ℡（９７４）０１１９ 平 岡  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 12 -

５ 開港 150 周年・区制 15 周年記念 

第７回あおばチューリップまつり 2008 の開催について（地域振興課） 

   

   ○日時 平成２０年４月１３日（日）午前１０時～午後３時 ※雨天中止 

   ○会場 横浜青葉スポーツ広場  

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

   ○内容 花摘み、フリーマーケット、大道芸、

開港 150 周年・区制 15 周年にちなんだ花文字の作成やＰＲコーナーの設置等 

   ○主催 青葉ふるさと協議会、あおばチューリップまつり実行委員会 

    ※ポスターの掲示板等への掲示については３月に改めて依頼します。 

     

問合せ先： 地域振興課 地域活動係 ℡（９７８）２２９１ 亀 井  

 

 

６ 平成２０年度「あおば安全・安心まちづくり推進事業」 

の実施について（地域振興課） 

 

   平成２０年度の新規事業として、現行の防犯・防災等の地域活動をより向上させたい

と考える自治会・町内会、商店会等の地域活動団体３地区を目途に公募し、モデル地区

を選考、決定します。 

モデル地区に選定された地域活動団体に対し、コンサルタントの派遣や助成金の交付

など、従来の助成制度では対応出来ない取り組みを区が支援します。 

   詳細につきましては、今月の自治会・町内会配送ルートで配布する資料をご覧くださ

い。 

 

問合せ先： 地域振興課 地域安全支援担当 ℡（９７８）２２８６ 五 藤  

 

 

○ 次回連長会日程について  

   ○日 時  平成２０年３月２１日（金）１３：３０から 

   ○場 所  青葉区役所 会議室  
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今 月 の 回 覧 依 頼 物 
 

回 覧 依 頼 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※上谷本連合町内会のみ 

今 月 の 自 治 会 へ の 配 布 物 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者避難支援システム 

周知用チラシ 
総務課、福祉保健課、サービス課 

福祉保健課 運営係 ℡（978）2433 平 野 

青葉区社協ボランティア広報紙 

「今日・明日」第２６号 
青葉区社会福祉協議会 

青葉区社会福祉協議会 ℡（972）8836 坂 元 

青指広報紙「青指あおば」第 20号 青葉区青少年指導員連絡協議会 

地域振興課 文化・ｺﾐｭﾆﾃｨ係 ℡（978）2294 小木曽 

藤が丘地区センターで実施する 

胃がん検診の周知チラシ 
福祉保健課 健康づくり係 

福祉保健課 健康づくり係 ℡（978）2438 飯 塚 

配 布 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

 平成 20 年民生委員・児童委員及び 

 主任児童委員の推薦について 
福祉保健課 運営係 

福祉保健課 運営係 ℡（978）2435 内 藤 

 火災予防ポスター 青葉消防署 予防課 

青葉消防署 予防課 ℡（974）0119 平 岡 

「あおば安全・安心まちづくり推進事業」チラシ 地域振興課 地域安全支援担当  

地域振興課 地域安全支援担当 ℡（978）2286 五 藤 

 災害時要援護者避難支援システム冊子 総務課、福祉保健課、サービス課  

福祉保健課 運営係 ℡（978）2433 平 野 
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今 月 の 全 戸 配 布 物 
 

 

 

 

 

 

 

   ※広報よこはま青葉区版３月号と同時に送付します。  

配 布 物 名 発 行 団 体 

連 絡 先（事 務 局） 電 話 番 号 担 当 者 

 あおば社協だより第２５号 青葉区社会福祉協議会 

青葉区社会福祉協議会 ℡(972)8836 中 川 


